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平成18年 10月改正版居宅介護算定例集 

 

（平成18年 10月サービス提供分以降） 

平成18年 11月 2日 

茨城県国民健康保険団体連合会 

 

明細書作成時の参考としてご活用ください。 

サービスコードは減算等が無い場合のコードです。 

減算等がある場合は、括弧内のサービス内容略称の時間を基に減算のサービスコードを当て

嵌めてください。 

また、通院介助（身体介護を伴う場合）は身体介護の事例、通院介助（身体介護を伴わない場

合）は家事援助の事例を、括弧内のサービス内容略称の時間を基にサービスコードを当て嵌

めてください。 

なお、今後、国等の通知によっては変更になる場合があります。 

1. 身体介護 午前5時30分～午前6時（30分） 

① 111251（身体深夜0.5） 

2. 身体介護 午前5時30分～午前6時30分（1時間） 

① 111303（身体深夜0.5・早朝0.5） 

3. 身体介護 午前5時30分～午前7時（1時間30分） 

① 111307（身体深夜0.5・早朝1.0） 

4. 身体介護 午前5時30分～午前7時30分（2時間） 

① 111311（身体深夜0.5・早朝1.5） 

5. 身体介護 午前5時30分～午前8時（2時間30分） 

① 111315（身体深夜0.5・早朝2.0） 

6. 身体介護 午前5時30分～午前8時30分（3時間） 

① 111483（身体深夜0.5・早朝2.0・日中0.5） 

7. 身体介護 午前5時30分～午前9時（3時間30分） 

① 111483（身体深夜0.5・早朝2.0・日中0.5） 

② 111827（身体日中増0.5） 

8. 身体介護 午前5時30分～午前9時30分（4時間） 

① 111483（身体深夜0.5・早朝2.0・日中0.5） 

② 111831（身体日中増1.0） 

9. 身体介護 午前6時～午前6時30分（30分） 
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① 111195（身体早朝0.5） 

10. 身体介護 午前6時～午前7時（1時間） 

① 111199（身体早朝1.0） 

11. 身体介護 午前6時～午前7時30分（1時間30分） 

① 111203（身体早朝1.5） 

12. 身体介護 午前6時～午前8時（2時間） 

① 111207（身体早朝2.0） 

13. 身体介護 午前6時～午前8時30分（2時間30分） 

① 111411（身体早朝2.0・日中0.5） 

14. 身体介護 午前6時～午前9時（3時間） 

① 111415（身体早朝2.0・日中1.0） 

15. 身体介護 午前6時～午前9時30分（3時間30分） 

① 111415（身体早朝2.0・日中1.0） 

② 111827（身体日中増0.5） 

16. 身体介護 午前6時～午前10時（4時間） 

① 111415（身体早朝2.0・日中1.0） 

② 111831（身体日中増1.0） 

17. 身体介護 午前7時～午前7時30分（30分） 

① 111195（身体早朝0.5） 

18. 身体介護 午前7時～午前8時（1時間） 

① 111199（身体早朝1.0） 

19. 身体介護 午前7時～午前8時30分（1時間30分） 

① 111383（身体早朝1.0・日中0.5） 

20. 身体介護 午前7時～午前9時（2時間） 

① 111387（身体早朝1.0・日中1.0） 

21. 身体介護 午前7時～午前9時30分（2時間30分） 

① 111391（身体早朝1.0・日中1.5） 

22. 身体介護 午前7時～午前10時（3時間） 

① 111395（身体早朝1.0・日中2.0） 

23. 身体介護 午前7時～午前10時 30分（3時間30分） 

① 111395（身体早朝1.0・日中2.0） 

② 111827（身体日中増0.5） 
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24. 身体介護 午前7時～午前11時（4時間） 

① 111395（身体早朝1.0・日中2.0） 

② 111831（身体日中増1.0） 

25. 身体介護 午前7時30分～午前8時（30分） 

① 111195（身体早朝0.5） 

26. 身体介護 午前7時30分～午前8時30分（1時間） 

① 111363（身体早朝0.5.日中0.5） 

27. 身体介護 午前7時30分～午前9時（1時間30分） 

① 111367（身体早朝0.5・日中1.0） 

28. 身体介護 午前7時30分～午前9時30分（2時間） 

① 111371（身体早朝0.5・日中1.5） 

29. 身体介護 午前7時30分～午前10時（2時間30分） 

① 111375（身体早朝0.5・日中2.0） 

30. 身体介護 午前7時30分～午前10時 30分（3時間） 

① 111379（身体早朝0.5・日中2.5） 

31. 身体介護 午前7時30分～午前11時（3時間30分） 

① 111379（身体早朝0.5・日中2.5） 

② 111827（身体日中増0.5） 

32. 身体介護 午前7時30分～午前11時 30分（4時間） 

① 111379（身体早朝0.5・日中2.5） 

② 111831（身体日中増1.0） 

33. 身体介護 午前8時～午前8時30分（30分） 

① 111111（身体日中0.5） 

34. 身体介護 午前8時～午前9時（1時間） 

① 111115（身体日中1.0） 

35. 身体介護 午前8時～午前9時30分（1時間30分） 

① 111119（身体日中1.5） 

36. 身体介護 午前8時～午前10時（2時間） 

① 111123（身体日中2.0） 

37. 身体介護 午前8時～午前10時 30分（2時間30分） 

① 111127（身体日中2.5） 

38. 身体介護 午前8時～午前11時（3時間） 



4 

① 111131（身体日中3.0） 

39. 身体介護 午前8時～午前11時 30分（3時間30分） 

① 111135（身体日中3.5） 

40. 身体介護 午前8時～午後12時（4時間） 

① 111139（身体日中4.0） 

※ 1回の提供開始時間が午前8時以降で終了時間が午後6時以前であれば3時間を

超えたサービスであっても、増分コードは使用しない。ＣＤにて配布「サービス

コード集」の【イ居宅における身体介護（日中のみ）】のサービスコードのみを

使用する。 

午後12時～午後6時（6時間）の利用の場合（単位数は同じ） 

正しい使用例 111155（身体日中6.0） 

誤った使用例 111131（身体日中3.0） 

       111847（身体日中増3.0） 

※ 基本的に、身体介護における増分コードは連続したサービスにおいて時間帯を跨

り且つ3時間を超える場合に使用します。増分コードは請求に使うサービスコー

ドの数を少なくするために考えられました。よって、一連のサービス提供時間が

日中のみ、早朝のみ、夜間のみ及び深夜のみ（日跨りを除く。）の場合は使用し

ません。また、増分コードを使用する時は他のサービスコードとの組み合わせに

なります。 

41. 身体介護 午後5時～午後5時30分（30分） 

① 111111（身体日中0.5） 

42. 身体介護 午後5時～午後6時（1時間） 

① 111115（身体日中1.0） 

43. 身体介護 午後5時～午後6時30分（1時間30分） 

① 111443（身体日中1.0・夜間0.5） 

44. 身体介護 午後5時～午後7時（2時間） 

① 111447（身体日中1.0・夜間1.0） 

45. 身体介護 午後5時～午後7時30分（2時間30分） 

① 111451（身体日中1.0・夜間1.5） 

46. 身体介護 午後5時～午後8時（3時間） 

① 111455（身体日中1.0・夜間2.0） 

47. 身体介護 午後5時～午後8時30分（3時間30分） 

① 111455（身体日中1.0・夜間2.0） 

② 111931（身体夜間増0.5） 
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48. 身体介護 午後5時～午後9時（4時間） 

① 111455（身体日中1.0・夜間2.0） 

② 111935（身体夜間増1.0） 

49. 身体介護 午後5時30分～午後6時（30分） 

① 111111（身体日中0.5） 

50. 身体介護 午後5時30分～午後6時30分（1時間） 

① 111423（身体日中0.5・夜間0.5） 

51. 身体介護 午後5時30分～午後7時（1時間30分） 

① 111427（身体日中0.5・夜間1.0） 

52. 身体介護 午後5時30分～午後7時30分（2時間） 

① 111431（身体日中0.5・夜間1.5） 

53. 身体介護 午後5時30分～午後8時（2時間30分） 

① 111435（身体日中0.5・夜間2.0） 

54. 身体介護 午後5時30分～午後8時30分（3時間） 

① 111439（身体日中0.5・夜間2.5） 

55. 身体介護 午後5時30分～午後9時（3時間30分） 

① 111439（身体日中0.5・夜間2.5） 

② 111931（身体夜間増0.5） 

56. 身体介護 午後5時30分～午後9時30分（4時間） 

① 111439（身体日中0.5・夜間2.5） 

② 111935（身体夜間増1.0） 

57. 身体介護 午後6時～午後10時（4時間） 

① 111243（身体夜間4.0） 

※ 1 回の提供開始時間が午後 6 時以降で終了時間が午後 10 時以前であれば 3 時間

を超えたサービスであっても、増分コードは使用しない。ＣＤにて配布「サービ

スコード集」の【イ居宅における身体介護（夜間のみ）】のサービスコードのみ

を使用する。 

上記の誤った使用例（単位数は同じ） 

 111235（身体夜間3.0） 

       111935（身体夜間増1.0） 

58. 家事援助 午前5時30分～午前6時（30分） 

① 116251（家事深夜0.5） 

59. 家事援助 午前5時30分～午前6時30分（1時間） 

① 116303（家事深夜0.5・早朝0.5） 
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60. 家事援助 午前5時30分～午前7時（1時間30分） 

① 116307（家事深夜0.5・早朝1.0） 

61. 家事援助 午前5時30分～午前7時30分（2時間） 

① 116307（家事深夜0.5・早朝1.0） 

② 116467（家事早朝増0.5） 

62. 家事援助 午前5時30分～午前8時（2時間30分） 

① 116307（家事深夜0.5・早朝1.0） 

② 116471（家事早朝増1.0） 

63. 家事援助 午前6時～午前6時30分（30分） 

① 116195（家事早朝0.5） 

64. 家事援助 午前6時～午前7時（1時間） 

① 116199（家事早朝1.0） 

65. 家事援助 午前6時～午前7時30分（1時間30分） 

① 116203（家事早朝1.5） 

66. 家事援助 午前6時～午前8時（2時間） 

① 116207（家事早朝2.0） 

67. 家事援助 午前6時～午前8時30分（2時間30分） 

① 116207（家事早朝2.0） 

② 116383（家事日中増0.5） 

68. 家事援助 午前7時～午前7時30分（30分） 

① 116195（家事早朝0.5） 

69. 家事援助 午前7時～午前8時（1時間） 

① 116199（家事早朝1.0） 

70. 家事援助 午前7時～午前8時30分（1時間30分） 

① 116323（家事早朝1.0・日中0.5） 

71. 家事援助 午前7時～午前9時（2時間） 

① 116323（家事早朝1.0・日中0.5） 

② 116383（家事日中増0.5） 

72. 家事援助 午前7時～午前9時30分（2時間30分） 

① 116323（家事早朝1.0・日中0.5） 

② 116387（家事日中増1.0） 

73. 家事援助 午前7時30分～午前8時（30分） 

① 116195（家事早朝0.5） 
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74. 家事援助 午前7時30分～午前8時30分（1時間） 

① 116315（家事早朝0.5日中0.5） 

75. 家事援助 午前7時30分～午前9時（1時間30分） 

① 116319（家事早朝0.5日中1.0） 

76. 家事援助 午前7時30分～午前9時30分（2時間） 

① 116319（家事早朝0.5日中1.0） 

② 116383（家事日中増0.5） 

77. 家事援助 午前7時30分～午前10時（2時間30分） 

① 116319（家事早朝0.5日中1.0） 

② 116387（家事日中増1.0） 

78. 家事援助 午前8時～午前10時 30分（2時間30分） 

① 116127（家事日中2.5） 

※ 1回の提供開始時間が午前8時以降で終了時間が午後6時以前であれば1時間30

分を超えたサービスであっても、増分コードは使用しない。ＣＤにて配布「サー

ビスコード集」の【ハ家事援助（日中のみ）】のサービスコードのみを使用する。 

午後12時～午後6時（6時間）の利用の場合（単位数は同じ） 

正しい使用例 116155（家事日中6.0） 

誤った使用例 116119（家事日中1.5） 

       116415（家事日中増4.5） 

※ 基本的に、家事援助における増分コードは連続したサービスにおいて時間帯を跨

り且つ1時間 30 分を超える場合に使用します。増分コードは請求に使うサービ

スコードの数を少なくするために考えられました。よって、一連のサービス提供

時間が日中のみ、早朝のみ、夜間のみ及び深夜のみ（日跨りを除く。）の場合は

使用しません。また、増分コードを使用する時は他のサービスコードとの組み合

わせになります。 

79. 家事援助 午後5時～午後5時30分（30分） 

① 116111（家事日中0.5） 

80. 家事援助 午後5時～午後6時（1時間） 

① 116115（家事日中1.0） 

81. 家事援助 午後5時～午後6時30分（1時間30分） 

① 116335（家事日中1.0・夜間0.5） 

82. 家事援助 午後5時～午後7時（2時間） 

① 116335（家事日中1.0・夜間0.5） 

② 116487（家事夜間増0.5） 

83. 家事援助 午後5時～午後7時30分（2時間30分） 



8 

① 116335（家事日中1.0・夜間0.5） 

② 116491（家事夜間増1.0） 

84. 家事援助 午後5時30分～午後6時（30分） 

① 116111（家事日中0.5） 

85. 家事援助 午後5時30分～午後6時30分（1時間） 

① 116327（家事日中0.5夜間0.5） 

86. 家事援助 午後5時30分～午後7時（1時間30分） 

① 116331（家事日中0.5夜間1.0） 

87. 家事援助 午後5時30分～午後7時30分（2時間） 

① 116331（家事日中0.5夜間1.0） 

② 116487（家事夜間増0.5） 

88. 家事援助 午後5時30分～午後8時（2時間30分） 

① 116331（家事日中0.5夜間1.0） 

② 116491（家事夜間増1.0） 

89. 家事援助 午後6時～午後8時30分（2時間30分） 

① 116231（家事夜間2.5） 

※ 1 回の提供開始時間が午後 6 時以降で終了時間が午後 10 時以前であれば 1 時間

30分を超えたサービスであっても、増分コードは使用しない。ＣＤにて配布「サ

ービスコード集」の【ハ家事援助（夜間のみ）】のサービスコードのみを使用す

る。 

上記の誤った使用例（単位数は同じ） 

 116223（家事夜間1.5） 

       116491（家事夜間増1.0） 

90. 身体介護 午前5時～午前6時、午前7時～午前8時、午前9時～午前10時（3時間） 

（各サービス提供時間の間隔が2時間未満の場合、3回を1回のサービスとみなして報酬を算定） 

① 111635（身体深夜1.0・早朝1.0・日中1.0） 

91. 身体介護 午後7時～午後9時（1人目ヘルパー）、午後8時～午後9時（2人目3級ヘルパー） 

（ヘルパー毎に報酬を算定） 

① 111227（身体夜間2.0） 

② 111222（身体夜間1.0・3級・2人） 

92. 身体介護 午後10時～翌午前2時（4時間、日跨ぎ） 

① 111263（身体深夜2.0） 

② 111599（身体日跨増深夜2.0・深夜1.0） 

③ 111971（身体深夜増1.0） 
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93. 通院等乗降介助 午前7時～午前7時30分（乗車）、午前10時30分～午前11時（降車） 

① 118115（通院乗降早朝） 

② 118111（通院乗降日中） 

 

 

【留意事項】 

※ 平成 18 年 10 月の主な変更点は、【開始時加減算コード】を廃止し、その代わりに【増

分コード】が新設されました。 

※ 増分コードが必要となる場合は、原則、下記の両方の条件に合致した時に限られます。

（日跨り等特殊な事例を除く。） 

1. 1 回のサービス提供時間の報酬が定額になるまで使用している。 

例）身体介護が 3時間を超える、家事援助が 1時間30分を超える等 

2. 1 回のサービス提供時間に加算率の異なる時間帯が含まれている。 

例）早朝と日中、夜間と深夜等 

※ 増分コードを使用する時は、他のサービスコードとの組み合わせになります。 

※ 全ての条件を掲載している訳ではありません。該当がない場合は、基本的な条件に合

うものを参考にしてください。また、国の通知等もよく読んだうえで明細書を作成願いま

す。 

※ 開始時間が端数（0分及び30分以外）の時に、時間帯を跨るサービス提供を行った場

合は、特にご注意ください。例えば、午後5時 15分、午後5時 45分等。 

※ 算定方法が不明な場合は、具体例を記載のうえ FAXにて問合せ願います。 

 


